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近代天皇制と社会政策体系

三　好　正　巳

１　工場法の成立と展開

　明治政府か，農商務省をして工場条例の立案に着手させたのは，１８８２（明治

１５）年であ った。それは，１９１１（明治４４）年当時の工務局長として工場法制定

に重要な役割を果たした岡実か云うことく ，「本邦 ノエ業未タ著 ：■ク発達セサ

ル明治十五年 ノ昔 ヨリ ，工業 ノ発達二附随スヘキ必然 ノ制度トシテエ業主ノ眼

前二 懸ケタルモノ」（岡実『工場法論』全，有斐閣，１９１６年，１ＯＯ頁）であ って，そ

の当初の意図からすれば，杜会政策立法であるよりも ，工業労働政策立法であ

　　　　　　　　　１）
ったといってよかろう 。かかる当初の工場条例の立案は，当時の工業の発達状

況からすれば，むしろこの経済条件よりも杜会的条件にこそ規定されたという

べきであろう 。すなわち，明治国家の性格に表現された杜会条件に，その立案

の動因を見るべきものということである 。

　この時期は，明治維新によっ て成立した半封建的絶対主義国家の天皇制絶対

主義か，「国内の人民闘争の高揚と東アソア情勢の緊迫化とによっ て， もはや

『古典的絶対主義』としての形態を維持していくことは不可能』（中村政則「序

説近代天皇制国家論」原秀三郎 ・峰岸純夫 ・佐 々木潤之介 ・中村政則編『大系日本国家

史』４近代Ｉ ，東京大学出版会，１９７５年，４７頁）となり ，「一方で領主的土地所有

を切り捨てて暴力的な本源的蓄積政策を強行することであり ，他方で立憲制的

粉飾をほどこしつつも何としても絶対主義権力としての本質を死守」（同書 ，
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４７－４８頁）して，「絶対主義的天皇制：日本絶対主義」の確立に向けて政治的展

開をみせ始めた時期であ った。この展開は，政治的には伊藤博文に主導される

プロシャ 派の外見的立憲主義の採用であり ，経済的には松方財政による殖産興

業政策の転換であ った。１８８１（明治１４）年の政変が，この転換を方向づげたの

である 。

　松方財政の下の殖産興業政策は，大隈財政末期に既に始まっ ていた大久保

大隈の殖産興業政策の修正をテフレ政策として　段と進めたものてあ って，在

来的 ・豪農的発展に対する保護政策の放棄と１９８０（明治１３）年に公布された工

場払下概則にもとづく官業払下が，以後の産業編成を大きく転換させることと

なっ た。１９８１（明治１４）年の農商務省の設置は，それまで内務省が管掌してい

た農商工業行政を移管させることにな ったが，その内容は軽工業に関するもの

でしかなかった。なぜなら，重 ・化学工業は，当時なお存続していた工部省が

所管していたからである。農商務省の工務局が全工業に関する行政を所管する

ようにな ったのは，１８８５（明治１８）年の工部省廃止以後であ った。したが って ，

農商務省が１８８２（明治１５）年に工業労働政策のための基礎調査にふみ出したと

　　　　　　　　　　　　　　　　２）き， 所管対象および当時の工業の実態のいずれからしても ，政府の転換した殖

産興業政策やその展開と関連させるほかには，その必然性を理解しがたいであ

ろう 。それは又，政府の主導性が第一義的な意味をもっ たことを示すものでも

あっ たろう 。工業労働政策における政府のこの主導性は，何に起因するのであ

ろうか。それは，「絶対主義的天皇制＝目本絶対主義」の展開 ・確立過程と不

可分であり ，相対的な独自性をもっ た軍部 ・官僚機構（軍事 ・警察，裁判行政機

構）の確立が軍備拡張と連繋した産業 ・階級編成を強く要請せずには置かなか

ったからである 。

　工部省の廃止によっ て， 工業政策の全般を所管するようにな った農商務省の

工務局がｆ乍成した１８８７（明治２０）年の職工条例および職工徒弟条例の草案は
，

「前者ハ職工及工場 二関スル　般規定 ニノテ，後者ハ職工及徒弟ヲ主ト！テ規

定シ，試 ミニニ様 二立案シタルモノ」（前掲，岡実ｒ工場法論』，９頁）であ った 。

この条例は，「職工と工業製造人ノ 関係」か「合意契約」として「民法 ノ規定
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若ハ地方の憤例」に規定されること ，徒弟契約についての規程，児童労働の禁

止（「工場製造業」では１Ｏ才未満，「職工徒剃については８才未満の就業禁止）など

を内容としたが，「民業の消長，慣習 ノ存続 二関スルコト大」（同書，９頁）な

るが故に関係各局の意見一致せず廃案とな った。雇用関係をｒ合思契約」とし

て契約上の保護規程を設けることが意図されたことと ，この意図について政府

部内で意見の一致を見なかったことは，当時の産業 ・階級状況に照してみて興

味あることである 。

　１８９０（明治２３）年に，工務局が廃されて商工局が設置されたが，１８８９（明治

２２）年から１８９５（明治２８）年までの間は，調査がくり返されかの相案は改案が

相ついだが公表されるまでには至らなかった 。

　１８９６（明治２９）年に，地方長官を招集して職工の保護および取締に関する事
　　　　　　　　３）　　　　　　　　　　　　　　　　４）
項の諮問がなされ，又第１回農商工高等会議ても同じく諮問された。この第１

回農商工局等会議で制定推進派（金子堅太郎，添田寿一 安藤太郎など政府側委員）

と時期尚早を称えた反対派（渋沢栄一 大倉喜八郎，広瀬宰平など）との間の対立

点は，議員益田孝の云うごとく「雇主ト被雇者 ノ円満ナル関係」を定めるのに ，

「法律ヲ入用トスル人ノ 説」と「今日ノ 事情 二徴シテ之ヲ設クルハ尚早シト云

フニ付テ其 ノ不用ヲ説イテ頻リニ其法律 ノ設ケラル ・コトヲ攻撃サル ・人」の

説（第１回農商工局等会議々事速記録，第７諮問案職エノ 取締及保護 二関スル件，小汀

利得編［明治文化資料叢劃第一巻産業編，風間書房，１９６１年，５５頁）の間にあ った 。

つまり ，添田寿一は「国家 ノ自衛上」（同書，３８頁）から職工に対する多少の保

護を説き，金子堅太郎また「眼中 ニハ国家アル者」（同書，５０頁）として法制定

の必要を説いたのに対し，大倉喜八郎は「工人と職人も皆自由デゴザリマス ，

決シテナジマナイ法律ガ出マシタナラバ，其為 メニ却ツテ彼等ハ困難ヲ致シマ

ス」（同書，４６頁）と反論した。すでにストライキなど労働者の低抗によっ て

「制裁」の方法があるというのが反対論者大倉の論拠であ った。しかし，自立

的「制裁」措置が有効に機能しているならば，逆にその制度化が要請されたで

あろうが，労働者の低抗が組織化され日常化されていなかったからこそ，大倉

らは逆に当該法に対する反対の論拠として主張できたのである 。
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　１８９８（明治３１）年，その前年の志村源太郎工務局長時代の職工案を修正し ，

有賀長文工務局長のもとで工場法案となし，各商業会議所に廻附諮問した。同

年同じく第３回農商工高等会議に諮問した。この法案において論議の最大の焦

点とな ったのは，この法案が職工条例に工場取締を接木したものであ ったこと

を反映して，職工，徒弟の取締規程を削除するか否かであ った。委員高橋是清

は， 「各商業会議所カラ答申 ニナツタ多数ハ此案 二賛成シテ居ルガ，之ハエ場

ノコトデ其修正ノ 意見杯 ヲ玩味スルト ，農商務省デ立案サレタ職工保護 ノ精神

トハ反対デ」，「先ヅ今日ノ 有様デ見ルト職工徒弟 二関スル事 ノ取締法ヲ法律ヲ

以テ定メルト云フ必要ヲ感ズルノハ 二三ノ地方二過ギヌ」，「其取締が必要ナ

レバ警察令ナリ府県令ナリデ，取締ヲ付ケル習慣ガ出来テ居ル故二職工徒弟 ノ

コトハ暫クノ 間， 習慣ヲ 作リツ ・アル間ハ 警察令府県令 二任セバ宜シイ」

（「第３回農商工等会議々事速記録」前掲『明治文化資料叢書』第１巻，１３８－９頁）と ，

削除の側の主張をよく代弁している。しかし ，この削除は，工場法案の背骨に

かかわるものであ って，実質的には法案の撤回ないし廃棄を意味した。削除の

対象とな った職工徒弟の取締規程は，就労年齢と保護職工の労働時間制限を含

んていたか故に，工場法（Ｆ・・ｔ０・ｙＬｅｇ１・１・ｔ１０ｎ）的性格を強めてきた。それゆえ

に資本の側によっ て警戒されたのである。財界代表によっ て構成された３０名の

議員（他に官庁次官，局長，学識経験者などの臨時議員１９名と幹事２名）の中にも ，

賛成者がいた。結局過半数（臨時議員を含む２８名中１５名賛成）を得て修正可決さ

れた。しかし，法案の趣旨に賛成の発言をした議員は４名に過ぎないのに対し ，

撤回，廃止，延期を主張した議員は１０名であ った。３日間の会議に全く出席し

なかった議員が５名いたことを考慮すると ，財界の空気は，高橋是清の発言に

代表されていたものといえよう 。それにもかかわらず可決されたのは，臨時議

員が採決で果した役割を類推させる。もちろん，臨時議員の中にも尚早とし延

期を主張する者があり ，内務次官鈴木充実は延期を主張し，文部次官柏田盛文

は教育条項について疑問を表明している。また，会議の経過の中で，絶対主義

的天皇制権力が労資関係に介入することに対する資本の側の拒否反応の強さが ，

施行規則の示されないことに対する危倶（議員井上角五郎）や家父長的関係に立
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つ自由取引の利（議員荘田平五郎）の主張の中に示された 。

　採沢された修正案は，工務局の廃止（１８９７年）により商工局に移されて，各

地方長官の諮問を経て議会に提出されようとしたが，内閣の更迭のために提出

されるにいたらなかった 。

　その後，『職工事業』をはじめ，工場およぴ職工に関する多くの調査，工場

法案要領の関係各省地方長官および商業会議所への回付が行なわれた。１９０２

（明治３５）年のこの回付で，回答した５１商業会議所中，異議なしは６ ，修正意見

提出は２１，制定尚早は１６，尚早としかつ修正意見を付したもの２ ，法律制定不

可は５ ，不可とし修正意見を付したるもの１会議所であ った（前掲ｒ工場法論』

４８頁）。 大体に異議なしとしかつ付け加えられた修正意見は，適用範囲，徹夜

業の制限，就業時間 ・休憩および休日に集中した 。

　日露戦争の後，近代的産業の飛躍的発展の中で，工場法成立の条件は成熟し

た。１９０９（明治４２）年『工場法案 ノ説明』を編纂し，関係各省，各地方長官 ，

商業会議所，大日本蚕糸会，大日本紡績聯合会，日本工業協会などに回付し ，

意見を聞いた。この時期には，工場法の判定を否定する意見は甚だ稀なものと

なっ ていた。法案は，中央衛生会の意見を入れて ，１６才未満 ノ者及女子 ノ夜間

就業を禁スル規定を設け，この規程の施行を１Ｏ年後としてその他の修正も加え

て閣議決定の上第２６議会に提出した 。

　議会は，委員会に附託して調査させたが，夜業禁止に対する特に綿糸紡績業

者の猛反対に会い，政府は法案を撤回してしまっ た。 撤回の理由について，大

浦兼武農商務大臣は，「其委員会 ノ模様 二依 ツテモ，ナカナカ此問題ハ余程込

入ソタ問題テアルカラ！テ，容易ナ問題テナイト云フコトヲ推察致 ！マ！タカ

ラシテ，之ヲ再ビ調査シテ完全ナルモノニシテ，次期 ノ議会 二提出」（『官報』

一「衆議院議事速記録」第２６号，明治４３年３月４日 ，労働運動史料委員会編『目本労働

運動史料』第３巻，東京大学出版会，１９６８年，２０８頁）するためということであ った 。

　１８９８（明治３１）年の工場法案が作成された段階で，政府が把握していた職工

に関する状態は，労働時間については「業務二依テ種 々」，紡績工場ではｒ正

味１１時間半」に及ぶものあり ，「普通 ノ労働時間ハ１０時間ヲ規定ト ：！其外早出 ，
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居残及夜業３時間乃至５時間ヲ課スルモノアリ」，年令制限については「徒弟

又ハ幼年職エノ 年令 二制限ナキ コト」，紡績工場では実際は「７ ，８才の子女

を使役」，燐寸工場では「６才位 ノ幼女アルヲ見ル」。 なお，幼年職工もしくは

幼年徒弟の労働時間に制限なく ，「繁忙ナルトキハ壮年職エト同様朝５時 ヨリ

タ１Ｏ時迄若シクハ深夜迄１５時間以上労働セシムル事アリ」（農商務省商工局「工

場及職エ ニ関スル通弊一班」明治３０年，生活古典叢書第３巻『職工および鉱夫調査』光

生館，１９７０年，５５－６頁）という状況であ った 。

　１９０９（明治４２）年の法案が作成され諮問された段階では，『工場調査要領』

（明治３５年初版，同３７年第２版），『職工事情』（明治３６年）か公刊されていた 。

　この時期の主力工場は，工場数，馬力数，職工数のいずれから見ても繊維工

場であ った。『工場調査要領』第２版によれぼ，動力非使用の繊維工場（３０人

以上の職工を雇用）では，１４才未満の男工１９．１８％，女工１０．９２％，動力使用繊維

工場（１０人以上の職工を雇用）では，同男工６．１０％，同女工９．９３％であ った（付

表１）。 労働時間は，繊維工場が概して最も長く ，紡績工場では昼夜各１２時間

の交替制がとられ，一部の職工は２ ，３時間の残業を日常とした。また，繁忙

期には残業を入れると１８時間，甚だしい場合には３６時間に及んだ。生糸工場で

は１日１７，８時間に達することが稀でない地方も見られたという（前掲『職工

および鉱夫調査』７５頁）。

　労働者のこのような状態からすれは，資本の側の反対の焦点は，就業年齢の

制限から深夜業の禁止にしぽられてきたのは当然である 。

　深夜業の禁止に対する資本とりわけ紡績資本の反対の論理は，「衛生か国運

の進展か」，「衛生か国帯か」の二者選択の形で提出され，「『殖産興業における

労働者の犠牲』の正当化のために『国防における兵士の犠牲』が引合いに出さ

れ」さえした（風早八十二『日本杜会政策史』上，青木文庫版，１６６頁）。 国家的見

地に籍口されたこの反対の論理は，労働問題を治安的見地の中に埋没させた絶

対主義的天皇制政府の方針に対し，経済的見地からの妥協の要請を表明したも

のと云 ってよかろう 。なぜなら，「排他的に海外市場：特に中国市場確保への

絶対的要請により促迫」（同書，１６５頁）されることは，絶対主義的天皇制に内
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付表１ 各種工場における種類別職工数

男　　　　工 女　　　　工

１４才以上 １４才未満 小　　計 １４才以上 １４才未満 小　　計

原動力
用

繊維工場

２２，５９２

９３ ．９２）

１， ４６２

６． ０８）

２４，０５４

１００ ．００）

１４８，７３１

９０ ．０７）

１６，３９５

９． ９３）

１６５，１２６

１００ ．ＯＯ）

原動力
使用

２， ３１３

８０ ．８２）

　５４９
１９ ．１８）

　２，８６２

１００ ．００）

１８，２１６

８９ ．０８）

２， ２３２

１０ ．９２）

２０，４４９

１００ ．ＯＯ）

原動力
　用

機械工場

２４，６６２

９８ ．７５）

　３１２
１． ２５）

２４，９７４

１００ ．００）

　４９３
９３ ．３７）

　３５
６． ６３）

　５２８
１００ ．ＯＯ）

原動力
使用

１， ５０７

９２ ．２３）

　１２７

７． ７７）

　１ ，６３４

１００ ．００）

　１６７
６２ ．５５）

　１００

３． ７５）
　２６７
１００ ．００）

原動力
　用

９， ９８６

９５ ．３５）

化学工場

　４８７

４． ６５）

１０，４７３

１００ ．００）

２， ９７９

９１ ．１０）

　２９１

８． ９０）

　３，２７０

１００ ．００）

原動力
使用

６， ２５７

８０ ．８９）

１， ４７８

１９ ．１１）

　７，７３５

１００ ．００）

６， ４４６

６６ ．８７）

３． １９３

３． １３）

　９，６３９

１００ ．００）

うち

寸工場

原動力
用
　７５
５２ ．６３）

　６３
４７ ．３７）

　　１３３
１００ ．００）

　３５４
７０ ．８０）

　１４６
２９ ．２０）

　５００
１００ ．００）

原動力
使用

１， ７７７

６１ ．６６）

１， １０５

３８ ．３４）

　２，８８２

１００ ．００）

５， ２２２

６３ ．６８）

２， ９７９

３６．３２）

　８ ，２０１

１００ ．００）

原動力
用

１２，８８９

９４ ．０９）

　８１０

５． ９１）

雑種工場

１３，６９９

１００ ．００）

７， １６４

８７ ．７６）

　９９９
１２ ．２４）

　８，１６３

１００ ．００）

原動力
使用

６， ２９０

９４ ．８９）

　３３９

５． １１）

　６，６２９

１００ ．００）

６， ２１０

８２ ．９４）

１， ２７７

１７ ．０６）

　７，４８７

１００ ．００）

原動力
用

２６，７８８

９６ ．６６）

　９２５

３． ３４）

特別工場

２７，７１３

１００ ．００）

４， １９７

９１ ．１４）

　４０８
８． ８６）

　４ ，６０５

１００ ．００）

原動力
使用

３， ０８６

９７ ．６６）

　７４
２． ３４）

　３，１６０

１００ ．００）

　７９３
９６．１２）

　３２
３． ８８）

　８２５
１００ ．００）

原動力
用

９６，９１７

９６．０４）

３， ９９６

３． ９６）

１００，９１３

１００ ．００）

合　　計

１６３，５６４

９０ ．０２）

１８，１２８

９． ９８）

１８１ ，６９２

１００ ．００）

原動力
使用

１９，４５３

８８ ．３４）

２， ５６７

１１ ．６６）

２２，０２０

１００ ．００）

３１ ，８３２

８２．３２）

６， ８３５

１７ ．６８）

３８，６６７

１００ ．００）

注　１）原動力を使用する工場は，１０人以上の職工を雇用。原動力を使用しない工場は，３０人以上の職工を雇用す

　　る工場 。
　２）雑種工場とは，煙草，印刷，その他の工場，特別工場とは，金属製錬，その他の工場をいう 。

　３）（　）内は百分比

出典　前掲「工場調査要領」第２版より作成 。

在する侵略増幅機能と共鳴し合うものであったからである。その点で，風早八

十二の云うように，「所謂，『産業的』見地は，かの『国防的』見地との緊密な

る抱合の必然性におかれている」（同書，１６５頁）といえる 。

　１９１０（明治４３）年，撤回された工場法案を修正し，前回同様に諸機関 ・諸団

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（７３８）
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　　　５）
体に諮問した上で，勅令をもっ て設置（１９１０年）された生産調査会に付議した 。

この修正案でも ，深夜業の禁止について「此 ノ規定ヲ 削除スルハ最モ忍 ヒ難キ

所ナルヲ以テ，依然之ヲ存置スルコトニ 決シ，一方二於テハ紡績業カ蒙ル可キ

経済上ノ 影響如何ヲ精査シ夜業 ノー部禁止 ヨリ逐二導ク可キ方法ヲ攻究スル ニ

殆ソト全カヲ傾注」（前掲『工場法論』 ，５８頁）した 。

　生産調査会は，適用範囲，被保護職工の年齢（１６才未満を１５才未満に低減）な

どの修正をして答申したが，焦点の深夜業の禁止については，「特殊業務」の

施行延期年限を「１Ｏ年後」から「１５年後」の禁止に延長修正し，夜業漸禁につ

いて特殊な条件を付した「１０年間」不適用の規程も ，条件なしに「１５年間」禁

止せずと修正した。商業会議所や日本工業協会などの意見を受け入れたこの修

正（通商産業省編『商工政策史』第８巻，工業労働，商工政策史刊行会，１９６２年，５７－

８頁）は，この時期すでに資本の集積 ・集中が一定程度進行し工場規模の分化

が進んでいたことを背景にしたものといえる。例えば，綿糸紡績業では１９０２

（明治３５）年を量的拡大の劃期（工場数，職工数，生産高）とし，以後質的発展

（払込資本金，原動力使用の増大）に移 っていた（付表２）。 その労働生産性を推定

すれば，１９０７（明治４０）年が質的発展にとっ て節目をなすものと云ってよかろ

う（付表３）。 企業合同と紡織一貫制の基礎の上に，細番手の生産とその織布生

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６）
産の技術が展開する条件を整えたのがこの時期で，アメリカ綿の輸入と混綿技

術の効果とか，紡績業の基盤を強固なものにした。そのために紡績業の企業利

益は驚くべき額に達し，１９０３（明治３６）年払込資本総額に対する年純益１割強

であ ったのが，１９０５（明治３８）年に３割６分，１９０６（明治３９）年には４割に及ん

だという（石井金之助「日本の産業革命　　明治初年より第１次大戦前まて 　」有

沢広己編『現代日本産業構造』Ｉ総論近代産業の発展，岩波書店，１９５９年，９４頁）。 他

方で，１８９０（明治２３）年の紡聯第１次操短以来，１９０８（明治４１）年で５回の操短

を経験してきたが，１９０７（明治４０）年の恐慌後は１９１４（大正３）年までに３次に

わたって操短が行なわれるような状態であ った。それゆえ，紡績資本にとっ て，

労働者保護のための一定の負担は，決して望むものでなかったが，それにして

も耐えられぬ水準のものではなかった 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（７３９）
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農商務省は，修正答申案を内　　　　　付表３　綿締紡績の労働生産性

務省との合議の末，閣議その他

の手続を完了して第２７議会衆議

院に提出した。衆議院は工場法

案特別委員会（委員長大岡育造）

に付託した。特別委員会は，適

用範囲の規定を提出案の「常時

１０人以上ノ 職エヲ使用スルモ

ノ」から「常時２０人以上」に ，

また，交替制の昼夜就業時の転

換を「１週間ヲ超エサル期間」

とする提出案を「１０日」に，そ　　出典 ：付表２に同じ 。

職工一人当 職工一人当
運転錘数

職工一人当
実　馬　力 （１日平均） 繰締製造高

本
１８８７（Ｍ ．２０）

一
３０ ．１ ５００ ．Ｏ

１８９２（　２５） Ｏ． ３４ １６ ．０ ３９６ ，２

１８９７（　３０） Ｏ． ６１ １７ ．１ ５８０ ．９

１９０２（　３５） Ｏ． ５４ １８ ．１ ５３５ ．Ｏ

１９０３（　３６） Ｏ． ５６ １８ ．４ ５５６ ．３

１９０４（　３７） Ｏ． ６１ ２０ ．７ ５４８ ．Ｏ

１９０５（　３８） Ｏ． ６１ ２１ ．３ ６６９ ．７

１９０６（　３９） Ｏ． ５９ １９ ．９ ６３８ ．７

１９０７（　４０） ０． ６６ ２２ ．１ ６９７ ．２

１９０８（　４１） ０． ６１ １８ ，９ ５７７ ．５

１９０９（　４２） ０． ５９ ２０ ．０ ５６０ ．１

１９１０（　４３） Ｏ． ６９ ２０ ．６ ６１１ ．６

のほか，季節的性格の労働の場合に就業時間の延長を認める規定を設け，工場

管理の規定について修正の上本会議に報告した。本会議は，適用範囲を，特別

委員会案の「常時２０人以上」とあるのを「常時１５人以上」と再修正して「大多

数ヲ以テ」可決した 。

　貴族院に送付された工場法案は，特別委員会（委員長三島弥太郎）に付託し ，

衆議院の修正を認める報告を受けて本会議も「大多数ヲ以テ」議決した。なお ，

貴族院の討論では，なお一部に反対論があ った。以上，適用範囲を緩め，一部

規定の施行を１５年間延期することで官 ・財の抱合が成立したのである。この抱

合が治安と労働慣行の妥協であ ったことは，成立した工場法案の構造的内容に

示されていた。しかし，労組法案は陽の目をみることはなか った 。

１）職工条例の絶対主義的性格について，「『労働者保護』ではなく『製造主保護』

　こそが，したがって賃労働についていえば『労働力確保』こそが問題だ ったので

　ある」（隅谷三喜男『日本賃労働史論』東京大学出版会，１９５５年，３１３頁）という

　主張がみられるのも当然である 。

２）　『第１次農商務統計表』によれぽ，ｒ蒸気機関ヲ用 フルエ場」は全国で僅か３３ ，

　機関数６２，馬力数７８５，男女職工６５万４４５４人に過ぎなか った 。

３）答申書を提出したのは，１府１９県で，その中法令の制定を希望したのは１府１４

　　　　　　　　　　　　　　　（７４１）
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県で残る４県は概ね制定を否　　　　道府県工場 ・職工取締規則発布状況

認した（前提［工場法論』１０

頁）。 この時期は，工場取締

の府県令が主要府県で整備し ，

職工取締（募集取締）の府県

令はほぽこの時期から始まっ

て， 明治３０年代の末までかか

ったのである（別表参照）。

こうした現状が，答申した府

県の賛否に反映されたもので

あろう 。

　１８９６（明治２９）年４月２８日

勅令１５２号で農商工高等会議

規則が公布され，同６月議長 ，

副議長，議員および幹事を含

む２０名の議員が任命された 。

内農商務省および外務，大蔵 ，

逓信など官吏を兼ねる者５名 ，

民間実業者１５（東京府９ ，大

坂府３ ，京都府，兵庫県，神

奈川県各１）名によっ て構成

された 。

　答申はおよそ次のようなも

のであ った 。

　なお，綿糸細番手化，綿布

高級化が進んだのは，１９１５

（大正４）年頃であ ったが ，

綿糸細番手が始ったのは明治

３０年代末であ った。また ，

１９１５年には綿糸輸出量は，ピ

ーク（２．３億ポソド）に達し

た。

工場取締規則 汽 職
罐 工

製 火 燐 煙 石 魚
（ホ

煙
汽 募

造 工 寸 火 油 獣 突
材 集

場 場 取 取 取 化
取
二 及

取 取 締 締 締 製
締
関 紹

締 締 規 規 規 造
規
ス 介

規 規 則 則 則 取
則

ノレ 人
則 則 締 規 取

規 則 締
則 規

則

１８７７（Ｍ ．１０） １

１８８１（　１４） １ １

１８８２（　１５）

１８８３（　１６） １ １

１８８４（　１７） １ １

１８８５（　１８） １

１８８６（　１９） １ ３ １ １

１８８７（　２０） ３

１８８８（　２１） １ １ ２

１８８９（　２２） １ １

１８９０（　２３） １ ４ １

１８９１（　２４） １ ３ １ １ １ １

１８９２（　２５） １ １ １

１９８３（　２６） １ １ １

１９８４（　２７） １ １ ６ １

１９８５（　２８） １ １ ４

１９８６（　２９） １ １ １

１８９７（　３０） ４

１８９８（　３１） １ １ １ １ １ ５ ２

１８９９（　３２） ２ １ １ ３

１９００（　３３） １ ４ ４ ５

１９０１（　３４） １ ６ ２

１９０２（　３５） １ １ １ ３ ２

１９０３（　３６）

１９０４（　３７）

１９０５（　３８） １ １

１９０６（　３９） ３

１９０７（　４０） １ ２

１９０８（　４１） １

１９０９（　４２）

１９１０（　４３） １

注　１）（＊）印は，原典では煙火とあるも ，煙筒ない煙突の誤

　　記と思われるので訂正しておいた 。

　２）規則中のちに改正されたものがあるが，初めに公布さ

　　れたものを計算した 。

出典 ：前掲『工場法論』より集計 ・作成した 。

（７４２）
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２　工場法の体系的構造

　工場法の成立以前，内務省令第１６号警察犯処罰令（１９１１＝明治４４年），内務省

訓令第１９号（１８９９＝明治３２年）があり ，また，道府県には地方警察令があ ったが ，

警察処罰令か「般警察 ノ目的」のために規定され「偶々以テ其 ノ１ ，２ノ 項

目カエ場工業及職エニ対シテ適用アルノミ」なのに反して，地方警察令は「特

二此ノエ場及職エ ニ関スル取締 ヲ目的トシテ規定セラレタル」もの（前掲『工

場法論』１０３頁）であ った 。

　道府県令をもっ て工場および職工を取締るのは，法律上は，（１）憲法第９条

（２）１８７５（明治８）年３月達の行政警察規則　（３）命令 ノ条項違反 二関 スル罰則

（１８９０＝明治２３年）　（４）１９００（明治３３）年の行政執行法 ノー部　（５）同年の治安警察

法ノー部を根拠にした。特に工場および職工の取締権限を地方長官に与えたも

のではないにも拘わらず，ｒ般二安寧秩序 ヲ維持 ノ， 公共ノ 危害 ヲ防制 ！，

　　　　　　　　　　　　　　　　（７４３）
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善良ナル風紀ヲ維持スルカ為必要ナル命令ヲ発 シ， 又ハ処分ヲ為サシムヘキ コ

トヲ認メタルモノナルヲ以テ，地方長官ハ随時 ノ須要 二応シエ場及職エニ関 ス

ル取締規程ヲ発布 ：■専ラ警察官吏ヲノテ之ヲ執行」させたものであ った（前掲

『工場法論』１０２－３頁）。

　地方警察令は，（１）工場および付属建物 ・設備の危険予防ないし排除，衛生風

紀その他公益の保持を目的として，工場の建設に関する規程，汽機汽罐の取締

に関する規程と ，（２）職工募集および紹介人取締に関する規程を主要な内容とし

ていた。地方警察令の主要な目的は，工場法の規程（第１３条，第１７条）にほぽ概

略包含された。ただし，職工募集および紹介人取締に関する規定は，その後も

長く府県令にゆだねられていて，内務省令労働者募集取締令が公布されたのは ，

１９２４（大正１３）年にな ってからであ った。府県令に不統一が見られ，それが

１９２５（大正１４）年の施行まで続いたことからすれば，職工募集にともなう弊害

の除去ということでは，工場法の制定 ・施行（１９１６＝大正５年）によっ て前進し

たとは云えなかった。他方，工場災害予防措置は，工場法施行後工場監督官の

各種の注意や命令によっ て， 適用工場については一定の改善が進んだ如くであ

る。『工場監督年報』は，「般二危害予防，衛生，風紀等 ノ点 二比 ノ其面目ヲ

新ニスルモノアリ例ヘハ非常口，防火設備寄宿舎 ノー人当坪数，一人一床制 ，

洗面所，便所等 ノ改良男女浴室 ノ分離其他危険予防装置並衛生，風紀改善二関

！直接法規 ノ施行二止ラス事実上ノ 勧奨二基キ改良進歩ヲ促 ：／タル事例ハ枚挙

二邊アラス他方二於テハ法規違反二対シ断乎タル処置二出テ違反者 ノ処罰セラ

ル・ コト多キヲ加 フル ニ至リシカハ従来法規ヲ等閑視セシモノモ漸次自発的 二

研究スル」（農商務省『大正６年工場監督年報（第２回）』１２頁）に至ったと述べて

いる 。

　工場法（法律第４６号）の制定によって，工場労働者に対する保護は，法律を

もっ て重要事項を定め特殊な事項または法の施行に関する事項は勅令，省令な

とに委ねられた。しかし，鉱山労働者については，法律にはなんら具体的な規

定を設けず全く省令にゆずっていた（労働省編ｒ労働行政史』第１巻，労働行政史

刊行会，１９６１年，７６頁）。１９０５（明治３８）年の鉱業法（法律第４５号）は，第４章鉱業

　　　　　　　　　　　　　　　　（７４４）
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警察で，農商務大臣および鉱山監督署長が，（１）建物，工ｆ乍物の保安，（２）生命
，

衛生の保護，危害の予防その他公益の保護に当ることを規定し，第８条で明定

した鉱夫の保護を第５章の第７８条で「農商務大臣ハ命令 ヲ以テ鉱夫 ノ年令及就

業時間並婦女，幼者 ノ労役 ノ種類ヲ制限スルコトヲ 得」と規定したのみであ っ
た。 鉱山労働老について，法律で保護規程カミ設げられるには，１９２２（大正１１）

年の鉱業労働法案か廃棄にな ったため，１９２３（大正１３）年の工業労働者最低年
　　　　　　　１）
齢法（法律第３４号）の制定とその鉱業法適用鉱山への適用まで待たねぼならな

カ・つ た。

　工場法制定以前の労働者保護法令として早くから存在したものに，扶助法令

がある。明治政府の下で最も早いものは，１８７３（明治６）の各寮 二傭使スル職

工及 ヒ役夫 ノ死傷賑位規則であ った。ついで１８７５（明治８）年の官役人夫死傷

手当規則（第５４達）が定められたが，これは１９０７（明治４０）年の官役職工人夫扶

助令（勅令第１８６号）によっ て廃止された 。

　工場法は，第１５条て労働者　般に対する扶助を，「職工自己ノ 重大ナル過失

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２）二依ラスシテ業務上」負傷，罹病，死亡した場合に限ってではあったが制度化

した。同時に，従来の官役職人夫扶助令に代えて ，１９１８（大正７）年に傭人扶

助令（勅令第３８２号）が制定され，工場法の扶助制度と内容を統一された。また ，

鉱山労働者に対しては，１９１６（大正５）年の鉱夫労役扶助規則（農商務省令第２１
　　　　　　　　３）
号）で，同様の内容で規定されていた 。

　労働安全衛生，職工募集取締，職工またはその遺族の扶助について，工場法

は不完全ながらも法律として一括することにな った。同時に，雇用契約につい

ては，女子と年少者の労働を制度（年齢制限，就業制限），労働時間制限（長時間

・深夜業制限，休暇 ・休憩保証）を規定し，職工の雇入，解雇，周旋については

１９１６（大正５）年の工場法施行令（勅令第１９３号）で職工名簿の作成，通貨によ

る賃金支給と月払，賃金の保護，貯蓄金の保護を規定するに過ぎなかった。な

お， 徒弟について，同施行令は具備すべき条件を明定した。このように，工場

法は，その構造的内容において，水準の不十分さを別にすれは労働基準のほぽ

領域とするところを含んでいる。もちろん，工場法は，近代的労働関係を成立

　　　　　　　　　　　　　　　　（７４５）
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　　　　　　４）
させる基本原則を持ったものでなかったこと ，さらに，最低規定に過ぎないこ

れらの規程を，労働者が自身で改善する方法を制度的に保証されていなかった

こと ，以上のことからみれば，工場法を核とする労働者保護法令の体系的拡大

によっ て保護領域 ・水準を改善しえたとしても，当初から限界を持ったものと

ならざるをえない。そしてこの限界は，近代的労働関係の未成熟に規定される

以上，近代的労働関係の形成を阻止する絶対主義的天皇制権力によっ て設けら

れたものに他ならなか った 。

　工場法は，その制立 ・施行とともに，鉱業法，鉱夫労役扶助規則の制定によ

って鉱山労働者に対する保護か実施された。海上労働者に対しては，「海上労

働固有の危険性，その肉体的自由の拘束，国家監督を離れての海洋上の労働と

いう特殊性」（前掲ｒ労働行政史』第１巻，８５頁）から先駆的に保護が実施された 。

１８７９（明治１２）年の西洋形商船海員雇入雇止規則は，１８９９（明治３２）年に商法が

制定され，第５編海商，第２章船員第２節海員で海上労働者の保護が一括規定

されるとともに廃止された。この商法による規程の成立と同時に，船内規律な

どについて想定した船員法（法律第４７号）が制定された（同書，８５頁）。

　工場法は，工場労働者，鉱山労働老，海上労働者へと保護対象労働者を外延

的にある程度拡大して行ったか，工場規模にかかわる内包的拡大については ，

１９３７（大正１２）年の工場法改正（常時１０人以上使用工場まで適用範囲を拡大）まで

待たねばならなかった 。

　１９１６（大正５）年，工場法施行開始期の適用状況は，適用工場数１万９０４７工

場， 適用職工数１１万０３２８人，１９２１（大正１０）年で適用工場数２万５５９３工場，適

用職工数１４６万８１１０人で，５０数％の民営工場，９０％程の同職工に適用されたに

すぎなかった。しかも ，実際には監督官の不足によっ て臨検工場の比率は更に

低か った（付表４）。 また，施行当初には工場法の適用を故意に免れるために ，

工場の分割，規模，職工数を低減する工場主が相当あ ったという（前掲ｒ日本

’杜会政策史』上，２０２頁）。 工場法非適用工場では，旧態依然たる過酷な労働条件

　　　　　　　　５）
か継続されていた。このような適用状況は，１９２３（大正１２）年に改正された工

場法（法律第３３号）の施行時（１９２６＝昭和元年）まで続いた 。

　　　　　　　　　　　　　　　　（７４６）
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　第１次世界大戦後の不況による大量解雇，１９１８（大正７）年の米騒動の発生

は， 失業保護の政策課題を提起せずにはおかなかった。原内閣の床次内務大臣
　　　　　　　　　６）
は， 救済事業調査会に失業者保：護に関する施設を諮問した。答申（１９１９＝大正

８年）は，労働需給調節資料作成，公益職業紹介所設置とその相互連絡，失業

緩和のための事業力の努力（時間短縮，解雇予告，解雇手当の支給と準備），政府

による失業保護の目的をもっ た土木事業，失業考の帰農ないし海外移住奨励 ，

共済制度の設置などの施策を提案した。しかし，政府の失業対策は，１９２０（大

正９）年の恐慌で，「構成的な大衆失業」（前掲ｒ日本杜会政策史』下，３３０頁）が

発生するまで，なかなか始動しなかった 。

　失業者保護は，１９２１（大正１０）年の職業紹介法（法律第５５号）によって，初め

て杜会政策たる措置とな った。市町村職業紹介所の設置（同法第２条，第３条） ，

無料紹介（同法第６条），就職地への移動旅費貸付（同法施行令第３条）の実施は ，

失業者保護に対する行政責任を一定程度明確にしたものであ った。衆議院にお

ける職業紹介法案委員会委員長安原仁兵衛の報告説明において，ｒ本来ハ組織

的画一ノ 下二系統 ヲ追ウテ，市町村公共団体ヲシテ之ヲ経営セシムルト云フコ

トカ ，本則ト相成 ソテ居る次第テアリマス，尤も斯 ノ如キ事業ハ 国家 ノ当 二

経営スベキ コトハ勿論デアリマスガ，一面二於キマシテ市町村公共団体二於キ

マシテモ，此公共団体 ノ中二於ケル所 ノ失業者ヲ救済スル所 ノ責任 ノアルコト

ハ勿論」（東京地方職業紹介事業協会編『職業紹介実務必携』１９３３年，１３７頁）である

と述へ，職業紹介事業か公共団体て経営されるへきとの原則を明確にした 。

　１９２１（大正１０）年に職業紹介法が制定されるまでは，公益職業紹介所を救済

事業として設置することとが唯一の失業者対策であ った。１９２０（大正９）年に

内務省主催の公益職業紹介所関係者第１回協議会が開かれ，料金の有無，職業

紹介所間相互の連絡，　般杜会事業との連絡などか腸議された。この会議での

決議を内務大臣から全国地方長官に通牒し，紹介所の設置を悠癒したのか，政

府の職業紹介事業の本格的な開始を意味した。時あたかも第１回国際労働総会

の失業二関スル条約と勧告が決議されたこともあ って，この悠馴こより公益職

業紹介所は急増した（付表５）。 しかし，この時期の急増は，職業紹介内容の変

　　　　　　　　　　　　　　　　（７４８）



　　　　　　　　　　　近代天皇制と杜会政策体系（三好）

質の開始をも進行させることとな った。東凧　　付表５

２６１

全国公益職業紹介所調

府職業紹介所長豊原又男は，職業紹介法施行

１０周年に当 って開かれた職業紹介事業座談会

（１９３１＝昭和６年）の中で，「僕等 ノ大正９年

創始シタ中央工業労働紹介所ハ全ク劃期的事

業デシタ 。何故カトナレバ遊佐君ヤ賀川君等

ハ皆宗教ヲ学ハレタ人テ其 ノ事業ハ宗教的救

済ヲ 考ヘテ居ラレルノデ，随 ツテ場所も貧民

窟ヲ 逝バレタガ僕ハ東京 ノ中心タル神田ヲ 逝

１／ ダ。……僕トシテハ貧民ヲノミ対象トスノレ

ノテナク ，　般商工業者方面ヲ対象トノナケ

レバナラヌ」（『杜会事業』第１５巻第９号，前掲

『職業紹介実務必携』所収，３３７頁）と主張して　　 庄： １ｇ２１（大正１０）年７月職業紹介法の施行

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とともに設備その他の要件が適合せざ
いる。職業紹介が，「慈善博愛 ノ立前」から　　　るため廃止されたものヵ１多か った 。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出典 ：前掲［労働行政史」第１巻，１７５頁
協調主義に立った「産業的」職業紹介事業の　　　より 。

必要性が認承され，実施に移されるようにな ったことを，それは示すものであ

る。

　政府の職業紹介事業か体系的に整備され始めると ，当然に法的整備を必要と

するようになり ，職業紹介法の公布をみた 。

　衆議院て議員南鼎三は，国際労働総会て採択された失業 二関スル条約案の趣

旨に合致した案だという床次竹二郎の提案説明を批判して，労働争議に対する
　　　　　　　　　７）
職業紹介所の不介入，「公正無私」を明記すべきこと ，失業保護の規定がない

ことを指摘した。これに対し，床次は，「同盟罷エト職業紹介所トハ 今日二

於テハ関係ヲ取 ツテ居リマセヌ ，ソレ故二 明記致 シマセヌ ，失業保険 ノ事モ左

様てアリマス，是ハ他日ノ 問題トノテアリマス」（「第４４回帝国議会衆議院議事速

記録」前掲『職業紹介実務必携』１３５－６頁）と答弁している。こうした論議は，職

業紹介法が，産業的見地を望見しながらも ，なお，救貧対策的な内容を超えな

かっ た既設の職業紹介所の統轄以上のものではなかったことを示している 。ま

　　　　　　　　　　　　　　　　（７４９）

公立 私立 計

１９０６（明 ．３９） ３ ２

１９０７（　４０） ４ ４

１９０８（　４１） ４ ４

１９０９（　４２） ７ ７

１９１０（　４３） １２ １２

１９１１（　４４） ２ １６ １８

１９１２（大．元） ３ １６ １９

１９１３（　２） ３ １９ ２２

１９１４（　３） ３ ２３ ２６

１９１５（　４） ３ ２３ ２６

１９１６（　５） ３ ２４ ２７

１９１７（　６） ３ ２５ ２８

１９１８（　７） ３ ２８ ３１

１９１９（　８） ２０ ２８ ４８

１９２０（　９） ９６ ４９ １４５

１９２１（　１０） ３１ １８ ４９
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さに，絶対主義的天皇制の一定の変質とその内容を示すものといってよかろう 。

　大量慢性化した失業に対し，職業紹介制度によっ ては対応しきれないことは

間もなく明らかにな った。１９２５（大正１４）年の年末に開催された６大都市職業

紹介事務打合会の長岡杜会局長官の訓示は，本質的に救貧対策でしかなかった

職業紹介制度中心の失業者保護対策の破綻を自ずから表明していた。すなわち ，

「筋肉労働者 二：■テ失業 １衣食スルコトカ出来ナイ者ヲ救済セムトスル事業 ニ

シテ其 ノ財源ヲ起債 二求 メントスル場合 二於テ特二考慮」し，「位救規則其他

法規 ノ命スル所二依リ救済 ノ方法モアリマセウカ単二金品ヲ施養シ救済スルコ

トハ徒二惰民ヲ養成スルノ 嫌カアリマスカラ此際不熟練労働者 二仕事 ヲ作 ソテ

ヤツテ衣食二足ル賃銀ヲ与ヘルコトカ適当テアル」と考え，季節的失業の緩和

のための公営土木事業を進めるものとした。しかし，その基本的思想は，「何

分不景気カ続キ失業者 ノ殖ヘルコトニヨツテ杜会ハ不安二陥リ又直接此 ノ影響

ヲ蒙 ツテ衣食二困難スル人 々ハ淘二気ノ 毒」だからということであ った。さら

に， この種の事業に地方農村より労働者か流入することのないように登録制度

その他の方法を取る必要がある（前掲『職業紹介実務必携』９３頁）という 。帰農

を最大のより所にし（付表６），失業の潜在化によっ て杜会的不安をさけようと

する政府の失業者対策を如実に表現しているといえよう 。

　失業者保護の施策の中心であるべき失業保険は，労働組合（友愛会，信友会 ，

工友会など）による要求はもとより ，１９２２（大正１１）年第４５議会，翌年の第４６議

会に憲政会より失業保険法案が提出されたけれども ，失業保険法案は不成立に
　　８）
終っ た。 それでも ，解雇および退職手当の確立 ・増額要求が，日本労働総同盟

をはじめとしてその他の労働組合によっ て重視されるようになり ，「比較的大

規模の争議並梢 々杜会の注目に値すべき争議」（「労働争議の概況」内務省ｒ大正

１１年労働運動概況』復刻版，明治文献，１９７１年，６１頁）が発生（同盟罷業争議２９件参加

人員１万５３６７人，同盟罷業に至らざる争議６９件参加人員４０９７人，その他の要求に付帯し

たもの，同盟罷業１３件２５７２名，同盟罷業に至らざる争議４件３７名）した。こうした失

業状況と労働者の要求にもかかわらず，１９２６（大正１５）年の工場法施行令改正

（勅令１５３号）によっ てはじめて解雇予告（１４日前の予告）と賃金１４日分以上の手

　　　　　　　　　　　　　　　　（７５０）
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付表６　解雇者の帰趨状況（指数）

２６３

（工場労働者）

合　　計 同職工業 他種工業 帰農せる その他に
に転職せ に乾職娃 者 転職せる 未従業者 不　詳

実　数 比　率 る者 る老 者

１９２３（大正１２） ９７８，０７２ １００ ．０ ２１ ．４ １２ ．９ ３４ ．０ １０ ．６ ６． ９ １４ ．２

１９２４（　１３） １， ０４４ ，４０９ １００ ．０ ２４ ．３ １２ ．９ ３０ ，９ １１ ．６ ６． ８ １３ ．５

１９２５（　１４） ９１０，３０５ １００ ．０ ２１ ．４ １１ ．３ ３３ ．８ １２ ．４ ７． ２ １３ ．９

１９２６（昭和元） ８４２ ，２０４ １００ ．０ ２０ ．８ １１ ．４ ３２ ．６ １２ ．１ ９． ８ １３ ．３

１９２７（　　２） ６８４ ，５６８ １００ ．０ １８ ．３ ９． ３ ３６ ．１ １０ ．８ １５ ．２ １０ ．３

１９２８（　　３） ６５５，０９６ １００ ．０ ２０ ．２ ７．

８ ３６ ．５ １６ ．４ １０ ．０ ９． １

１９２９（　　４） ６７１ ，９３６ １００ ．０ １７ ．１ ７． ４ ３９ ．１ １２ ．２ １１ ．８ １２ ．４

１９３０（　　５） ５６９，４３３ １００ ．０ １３ ．７ ８． ０ ３９ ．０ １４ ．０ １０ ．７ １４ ．６

（鉱山労働者）

１９２３（大正１２）

１９２４（　　１３） ２７０，９６９ １００ ．０ ４２ ．４ １．

２ １５ ．４ ７． ９
４． ５ ２８ ．６

１９２５（　　１４） ２５１ ，９８４ １００ ．０ ４１ ．９ １，

０ １６ ．９ ６． ７
５． ２ ２８ ．３

１９２６（昭和元） ２１４ ，４０２ １００ ．０ ４２ ．４ １．

０ １５ ．０ ７． ５
６． ０ ２８ ．１

１９２７（　　２） ２０７ ，４１７ １００ ．０ ４４ ．９ Ｏ． ９ １４ ．６ ７． ８ ５． ２ ２６ ．６

１９２８（　　３） １９９，９２５ １００ ，０ ４５ ．４ １．

１ １５ ．４ ７． ９
５． ０ ２５ ．２

１９２９（　　４） １９２ ，２５２ １００ ．０ ４４ ，８ ０． ６ １５ ．３ ９． ６
６． １ ２３ ．６

１９３０（　　５） １６２ ，９０８ １００ ．０ ３６ ．２ Ｏ． ４ １９ ．８ １Ｏ ．５ ９． ３ ２３ ．８

庄　１）工場法施行工場中常時５０人以上を使用する工場に付調査したので，１９３０（昭和５）年３月以前は神奈川，山

　　形，岡山，熊本，宮崎に限り工場法適用工場全部，１９２６（大正１５）年９月以前は，全国の全工場法適用工場に

　　 つき行な った調査である 。

　２）当初は全鉱山，１９２６（大正１５）年１０月以降は常時鉱夫５０人以上を使用する鉱山のみ 。

出典 ：内務省警保局および杜会局，職工異動調ならびに内務省杜会局，鉱夫異動調 。

　　昭和同人会［統計からみた雇用と失業』（我国完全雇用の意義と対策第四部統計）１９５７年，２２２頁より 。

当支給が義務づけられたに過ぎなかった 。

　貧困に対する行政的対応は，米騒動を機に促進された。軍事救護法の施行の

ために設置された救護課（１９１７＝大正６年設置）は杜会課と改称（１９１９＝大正９

年）された。後に内務省の外局に昇格した杜会局が設置（１９２０：大正９年）され

て賑位 ・軍事救護 ・失業救済　児童保護 ・杜会事業を管掌した。救済制度とし

ては，１９２９（昭和４）年に救護法（法律第３９号）が成立するまでは公的救護の施

策をもたず，ただ，１９１８（大正７）年に成立した方面委員制度がこれを代替す

るばかりであ った 。

　公的扶助制度の未成執と失業保険の欠落した下て ，１９２２（大正１１）保険事故

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９）
を疾病災害に限定した健康保険法（法律第７０号）が公布された。「工場法の扶助

　　　　　　　　　　　　　　　　　（７５１）
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対象が業務上の疾病災害に限定されているに反し，これ（健康保険法　　引用

者）は業務外のものも包含するところに一歩前進がある。しかし，工場法 ・鉱

業法の規定による従来の扶助負担は，健保法採用を条件として吸収免除され ，

従来雇傭主のみの義務として負担され来たった扶助金積立は，爾来，労働者に

も分担せしめられることにな った」（前掲ｒ日本杜会政策史』上，２８４頁）。 健康保

険法は１９２６（大正１５）年から施行されたか，公共団体の紹介義務が認められた

にしても ，産業労働者を対象とする紹介事業がやっと始ったはかりの職業紹介

事業と応急的な失業救済土木事業の若干の拡充しか見られず，専ら帰農に依存

した失業者保護施策からは，杜会保険制度に対する制約は当初から予定された

ものであったとも云えよう 。なぜなら，健康保険法成立のこの時期，解雇制限

を全くもたず，労働者の雇用契約上の保護は劣弱で，失業者は治安対策上の対

象としてしか認められなかったことから，失業者保護はなお基本的には救貧対

策の枠内に埋没していたからである。それにも拘らず，失業者保護の課題が ，

封建的性格を残した他救規則によっ て達成されるものでないことは明白で，救

護からの脱却が開始されたことも看過しえまい。この脱却は，職業紹介法，健

康保険法が，労資の自律的関係を補強するものであったことに基ついているの

である。それは，何よりも一つには失業問題の深刻化に起因し，この失業問題

を労資関係の枠組の中で処理しようとする国家の政策的意図に，脱却の内容が

示されている。かかる政策的意図において，絶対主義的天皇制の一定の変質が

表現されているし，同時に，工業労働政策から杜会政策への転換が認められる 。

　ところで，貧困は何も都市に限られるものではない。農村においても存在す

る。 農村における貧困は，「大正９（１９２０　引用者）年以降経済界次第に萎摩

し１１（１９２２　引用者）年に入りては一層其の甚しきを加へ農業も之か打撃を蒙

り米価を始め主要農産物の価格暴落するに至りたるも生産に必要なる諸物価は

之に準じて下落せざりし為小作農家の経済状態は著しく悲境に陥れり況んや彼

の好況時代には養蚕，製糸，機業，製茶，其の他の家内手工業的副業盛んに行

はれたりしが財界の変動により収入減少し種類によりては全く休止の己むなき

に頻したるものすら生じたるを以て農家経済は益々逼迫したるのみならず好景

　　　　　　　　　　　　　　　　（７５２）



　　　　　　　　　　　近代天皇制と杜会政策体系（三好）　　　　　　　　　２６５

気時代に上昇せしめたる日常生活の向上と書ｆ多の風は今更之を急激に低下せし

むることを得ざる実況にあるが為玄玄に己むなく小作料の減額を地主に迫りて生

活の緩和を図らんとした」（内務省「農業争議の概況」前掲ｒ大正１１年労働運動概

況』１３頁）状況であ った。小作料をめぐる地主と小作との抗争も ，地主の土地

取上げ（地主会杜，地主自作など）による対応がとられるようにな って，その対

抗は深刻化した。しかし，農村におげる貧困に対する対策は，地主一小作関係

の縮小再編成（自作農維持創設，小作争議調停）を基本とし，やがて植民地農業

との矛盾の調整か政策課題化されて行った。それにしても ，失業者の帰農を受

け入れることが出来うるか否かは大きな問題であ った。裸の手労働に頼る過小

農制が過剰労働力を吸収する余力をいかに持っていても ，やがて農業恐慌とと

もに一挙にその限界を露呈しなげればならなか った。「労働力の押戻し ・押止

め・ 押付け等々の圧加こ対し，農家経済は，或は自営農業に或は家内工業にそ

の捌げ口を求めたが，新しい事情に対する適応への一切の努力にも拘らず，そ

の企図は極めて不十分にしか実現され得なかった。…… かくして，農家へ帰 っ

た労働力，従来的な速度を以てそこから流出し行くことの不可能にな った労働

力， 及びそこへ外から割込んで来た労働力の大部分は，完全な失業か然らずと

も半失業の状態に膠着してゐなければならなか った」（渡辺信一『日本農村人口

論』南郊杜，１９３８年，２９５－６頁）のである。こうして，帰農による失業の潜在化

に限界が判然としてくるとともに，失業対策は独自の体系をもっ て展開されね

ぼならなくな った。失業者保護に対する政策的対応は，絶対主義的天皇制の国

家装置の改変を求めずには置かなかった。そしてこの改変が権カブ ロック内部

の力関係の変化過程を示すものであ ったことはもちろんである 。

１）従来，工場法，鉱夫労役扶助規則は原則として１２才を最低年齢とし，工場法は

　軽易な業務の１０才就労を認めてきた。しかし，これらの最低年齢が義務教育と矛

　盾し，工場法不適用工場でこそ弊害が大きい故に，最低年齢の制限のみは別個に ，

　一律１４才を規定することにな った。施行された１９２６（大正１５）年以後も ，第２条

　（１４才未満の年少者使用禁止）違反の減少は遅 々として進まなか った 。

２）職工またはその遺族に対する扶助は，療治料，休業扶助料，障害扶助料，一時

　扶助料，遺族扶助料，葬祭扶助料に限られていた 。

　　　　　　　　　　　　　　　（７５３）
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３）扶助内容については，工場 ・鉱山 ・官業労働者について調整されていたが，官

　業労働者については上限も同時に挽定されていた 。

療 助休 助障 一 遺 葬
業 害
料扶 料扶

時 族
に休 日休 と終 と終 をしは康こ従 に雄身
付業 数業 能身 能身 残てざ旧と来 服引体

治 二 一二 は雇 は労 し其るに能の す続に 扶 扶 祭
ケ 日ケ ざ用 ざ務 たの者復は労 をき障
月 に月 るを るに る外又すざ務
以 付を 者弁 者服 老貌はるるに

二従害を来を得の存る労す

助 助
内

超■

ず す に女こ者服

一 元
る一 る一

醜子と ’す

料 日 る 」 」 痕に能健る 者務と 料 料 料

工 実 日賃 日賃 賃 賃 賃 賃 賃 賃
場

額金一 額金一

一金 一金 一金 金 一金 一金
法 費

一分 二 七 五 ○ 一一 七 七
分 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 一

の の 日 日 日 日 日 日 ○

一 一 分 分 分 分 分 分 円
以 以 以 以 以 以 以 以 以
上 上 上 上 上 上 上 上 上

鉱 実 日賃 日賃 賃 賃 賃 賃 賃 賃
夫

額金一 額金一

一金 一金 一金 金 一金 一金
労 費 一分 二 七 五 ○ ■’

一
七 七

役 分 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 一
扶 の一 の一 日 日 日 日 日 日 ○
助 分 分 分 分 分 分 円
規 以 以 以 以 以 以 以 以 以
則 上 上 上 上 上 上 上 上 上

傭 実 賃 賃 三一賃 二一賃 二一賃 一賃 三一賃 三一賃 一
人 日金 日金 ○七金 五五金 ○○金 二三金 ○七金 ○七金 ○
扶 費 額一 額一 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ 三円
助

一分 二 日日 日日 日日 日日 日日 日日 ○以
令 分 分分 分分 分分 分分 分分 分分 円上

の の 以以 以以 以以 以以 以以 以以 以

一 一 下上 下上 下下 下上 下上 下上 下

４）現行労働基準法の総則規定は，均等待遇の原則（第３条），強制労働の禁止

　（第５条），中間搾取の排除（第６条），公民権行使の保障（第７条）を規定して

　いる 。

５）工場法不適用の織物業では，「京都府丹後地方 二於テハ１日１６時間乃至１８時間

　ノ 就業ヲ 為サシメ 休日ハ職工任意二月２回ト定ムルモ休憩時間ハ之ヲ定メスー般

　二不規律ナリ静岡県遠江地方 ニテハ１２才未満 ノ幼年エヲ 使用セサルモノ殆ト無ク

　甚 シキモノハ１０才未満 ノ者使用シ就業時間ハ平均１日１５，６時間 二亘ル」（農商

　務省『大正５年工場監督年報（第１回）』７６頁）という状況であ った 。

６）１９１８（大正７）年，勅令第２６３号によっ て， 内務大臣の諮問に応じて「救済事

　業 二関スル事項」を調査 ・審議するために設置された。構成は，会長（内務次

　官），委員（内務大臣か奏請し内閣か任命する関係官庁局等官および学識経験者）

　２０名からな っていた 。

　　　　　　　　　　　　　　（７５４）



近代天皇制と杜会政策体系（三好） ２６７

７）１９２２（大正１１）年の全国職業紹介事務打合会で，労働争議に対し採るべき紹介

　所の態度が，争議継続中の求人求職申込者，争議終了後その参加者の求人求職申

　込者に対する扱いについて協議された 。

８）１９２７（昭和２）年に，杜会事業調査会は，「失業保護施策 二関スル体系 二関 ス

　ル決議」を行な った。この決議は，失業共済について「差当リ現今 ノ共済組合ヲ

　改善シ失業共済 ノ方途ヲ講スルト共二主要都市関係団体ヲシテ日雇労働者 二対 シ

　テ適当ナル失業共済施設ヲ講セシメ 国ハ之カ監督並二助成 ノ方法ヲ講スルコト」

　と述べている。この時期の労務者共済の施設状況は，１９２６（大正１５）年設立され

　た神戸野働保険組合か，目傭労働者を対象として設立され，その事業に失業保険

　をもち，１９２７（昭和２）年度（（１月から１２月まで）３，３３７件２，００６円８５銭（１日

　６０銭）を給付していた（中央職業紹介事務局『労働者共済に関する施設概況』

　１９２８年，３－７頁）。１９２４（大正１３）年設立の大阪市労働共済会は，その翌年失業

　共済事業を開始し，「３日を限度として１日５５銭宛給付」（同上書，２９頁）するこ

　ととした 。

９）１９２１（大正１０）年健康保険法案要綱を労働保険調査会に諮問したが，調査会は

　諮問案に修正を加え，法制定の必要なことを答申した。健康保険制度が「階級政

　策的産業平和」を企図したことは，労働争議調停に関する法律の調査立案と同時

　に進められたことによっても知れよう 。

（７５５）




